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第１章 国 の 動 向 
 

地球温暖化対策 
 2005（平成17）年に発効した京都議定書に基づく我が国

の第一約束期間（2008～2012年度）の達成状況は、５カ年

平均で基準年度（1990（平成2）年度）比8.4％減となり、

基準年度比6.0％減の目標を達成することとなる。 

 一方、平成 25年 11 月に、2020 年度（平成 32 年度）の

新たな温室効果ガス排出削減目標として、2005年度（平成

17年度）比で 3.8％減とすることを気候変動枠組条約事務

局（以下「事務局」という。）に登録し、この目標を踏まえ

た対策・施策を盛り込んだ隔年報告書を事務局に提出して

いる。 

 「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成 10年法律

第 117号）に規定する地球温暖化対策計画が策定されるま

での間、「当面の地球温暖化対策に関する方針」（平成 25

年３月 15日、地球温暖化対策推進本部決定）に基づき、地

方公共団体、事業者及び国民は、京都議定書目標達成計画

に掲げられたものと同等以上の取組を推進することとして

いる。 
 
生物多様性の保全のための取組 
 生物多様性条約第10回締約国会議において採択された愛

知目標を踏まえて閣議決定した「生物多様性国家戦略2012 

-2020」について、達成状況を点検するとともに、各セク

ター間の連携、広報の更なる強化を図る。また、地域にお

ける生物多様性の保全・再生活動を支援するなど多様な主

体の連携を促進する。 

 地方公共団体による生物多様性地域戦略の策定について

は、生物多様性国家戦略 2012-2020で掲げた目標である「生

物多様性地域戦略の策定自治体数：47都道府県（平成32年）」

を達成するため、平成 25年度に既存事例の紹介を含めて改

定した「生物多様性地域戦略策定の手引き」の普及を図る。 
 
廃棄物等の発生抑制 
 「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総

合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」におい

て、平成27年度を目標年度とし、一般廃棄物については、

排出量を約4,800万トン、再生利用量を約1,200万トン、最

終処分量を約500万トン、産業廃棄物については、排出量を

約４億2,400万トン、再生利用量を約２億2,500万トン、最

終処分量を約1,800万トンにするという目標をそれぞれ定

めている。 
 
廃棄物の適正な処理の推進 
 国と都道府県等が連携して、不法投棄等の撲滅に向けた

普及啓発活動等の取組みを一斉に実施し、不法投棄等の未

然防止・拡大防止を推進するほか、産業廃棄物が適正に運

搬され、処理されたことを確認するための管理票システム

である電子マニフェストについて、平成28年度に普及率50

％の目標の達成に取り組むこととしている。 

 また、平成 27年３月に閣議決定された「廃棄物の処理及

び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する

法律案」により、災害時の廃棄物処理システムの強化を進

めることとしている。 
 
 

水環境の保全 
 平成26年７月に「水循環基本法」が施行されたことを受

け、流域の特性に応じた水量、水質、水生生物等、水辺地

を含む水環境が保全され、それらの持続可能な利用が図ら

れる社会の構築を推進することとしている。 

 また、企業と連携して水循環の維持又は回復に関する取

組みと情報発信を促進することとしている。 

 全国の公共用水域及び地下水については、平成26年度か

ら新たに放射性物質についても常時監視を実施し水環境の

監視に引き続き取り組むこととしている。 
 
化学物質対策 
 化学物質の利用拡大に伴う環境問題に対して的確かつ迅

速に対応するとともに、環境汚染の未然防止を図るため、

環境リスクの管理のための施策の基礎となる環境リスクの

評価を行うための体制を整備し、推進している。 
  ＰＲＴＲ制度（化学物質排出移動量届出制度）について

は、地方公共団体と連携しつつ、届出データの集計・公表、

個別事業所のデータ公表及び開示、届出対象外の排出源か

らの排出量の推計・公表等、同制度を引き続き円滑に運用

していくこととしている。 

 また、化学物質やその環境リスクに関する市民、産業、

行政等関係者の共通の理解を促進するリスクコミュニケー

ションの推進を図るため、「ＰＲＴＲデータを読み解くた

めの市民ガイドブック」等の提供を通じ、化学物質の環境

リスクやリスクコミュニケーションに関する情報の整備を

推進することとしている。 
 
環境教育・環境学習の推進 
 平成23年６月に改正された「環境教育等による環境保全

の取組の促進に関する法律」及び平成24年６月に閣議決定

された同法基本方針に基づいた人材認定等事業の登録をは

じめとする各種制度の運用を行うとともに、運用状況に係

る情報提供を行っている。また、関係府省が連携して、家

庭、学校、職場、地域その他のあらゆる場における生涯に

わたる質の高い環境教育の機会を提供していくなど、環境

教育・環境学習に関する各種施策を総合的に推進している。 
 日本政府とユネスコは、「国連持続可能な開発のための

教育（ＥＳＤ）の10年」の最終年である平成26年に日本（岡

山県岡山市、愛知県名古屋市）において「ＥＳＤに関する

ユネスコ世界会議」を開催し、「あいち・なごや宣言」が

採択され、あわせて、「ＥＳＤに関するグローバル・アク

ション・プログラム（ＧＡＰ）」を平成27年から開始して

いくことを公式に宣言し、引き続き持続可能な社会の構築

を進めていくこととしている。 

 環境省では、「『国連ＥＳＤの１０年』後の環境教育推

進方策懇談会」報告書に基づき、「人材育成」、「教材・

プログラムの開発・整備」、「連携・支援体制の整備」を

３本柱として、今後もＥＳＤの推進を加速化し、また、持

続可能な地域づくりを担う人材を育成するために、ＥＳＤ

の視点を取り入れた環境教育プログラムの作成・実証を全

国で実施することとしている。 
 
（「平成 27年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」

環境省 参照） 

 
 


